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遺体№  

様式３ 

遺体及び所持金品引取り書 

氏  名  

生年月日 
明治・大正・昭和・平成 

年  月  日 
性別 男 ・ 女 ・ 不明 

住  所 清水町 

死亡理由  

遺体の特徴 

及び 

遺留品等の状況 

完全遺体 ・ 完全遺体に近似（      ）の欠損 

部分遺体（頭部 ・ 胸部 ・ 腹部 ・ 右腕 ・ 左腕 ・ 右足 ・左足）

身体特徴 

所持品等 

品  名 数 量 備 考 

   

   

   

   

所持品等 

所持金   

上記のとおり、遺体及び所持金品と受け取りました。 

 

平成  年  月  日 

清水町災害対策本部長 様 

 

（引取者）住所 

氏名            続柄（   ） 

電話 

遺体処理班記入欄 
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資料５－１０－２０（一般対策偏資料３－１１－１と同じ） 

仮設住宅建設場所・建設可能数 

 
１ 仮設住宅所要数 
 

潜在的需要個数（第３次被害想定） 

 入居上限を考慮しない 入居上限を考慮する 

中破は対象外   ５５１戸   ４９１戸 

中破でも対象 １，１２９戸   ４９１戸 

 
 
２ 仮設住宅建設場所 
 

施 設 名 所 在 地 
建設可能個数 
（駐車場なし）

建設可能戸数 
（駐車場有） 

町営野球場 徳倉２２２２-３ ９４戸 ８４戸 

総合運動公園 伏見５２-１７ １８０戸 １８０戸 

清水中学校 

テニスコート 
堂庭２７５-１ ３０戸 ３０戸 

長沢公園 

（仮称） 
長沢２０-１ 不明 不明 

合 計  ３０４戸 ２９４戸 

 
※ 不足分については、県が行う借上げ型応急仮設住宅を利用する。 
（県は宅建協会及び全日不動産と応急住宅借上げに関する協定を締結済み） 
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資料５－１０－２１ 

清水町ボランティア活動の支援体制 

 
 
        ア                      ア 
        ク                                            ク 
        セ                                            セ 
        ス                      ス 
 
 
                     ア 
                     ク 
                     セ 
                     ス 
 
 
 
   支                                  支 

援                                  援 
   本                                  本 
   部                                  部 
   設                                  設 
   置                                  置 
   場                                  場 
   所                                  所 
   及                                  及 
   び                                  び 
   情                                  情 
   報            資 情                   報 
   の            材 報                   の 
   提            提 提                   提 
   供            供 供                   供 
  
   
 
 
 
 

災害ボランティア 

活動希望団体 

県災害ボランティア本部・情報センター

場 所：静岡県社会福祉会館 
担い手：静岡県社会福祉協議会職員 
    静岡県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会職員  

災害ボランティアコーディネーターと 

ボランティア団体等が連携して運営 

県災害ボランティア支援センター（沼津市）

場 所：東部地域交流ﾌﾟﾗｻﾞ「ﾊﾟﾚｯﾄ」 
担い手：災害ボランティアコーディネ

ーターとボランティア団体等

が連携して運営 
 

町災害ボランティア本部(兼活動拠点施設) 
場 所：清水町福祉センター 
担い手：清水町社会福祉協議会職員 

静岡県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会職員 
コーディネータ 

    リーダー 

清水町災害対策本部 

( 福 祉 班 ) 

避難所 
物資集積所 
医療救護施設 
対策本部 

県災害対策本部 
(福祉企画班) 

県災害対策本部東部支部

( 民 生 班 ) 

振り分け等 

振り分け等 振り分け等 
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資料５－１４－１（一般対策偏資料３－２９－１と同じ） 

 

ガス爆発事故等防止対策に関する協定書 

（目的） 

第１条  この協定は、清水町内におけるガス漏れ事故及びガス爆発事故等（以下「ガ

ス漏れ事故等」という。）の発生に際し、第２条に規定する関係各機関相互の連

絡、 

     通報、出動体制及び任務分担等について協定し、現場活動の円滑化を図り被害を

最小限に止めることを目的とする。 

（協定機関） 

第２条  この協定は、次に掲げる各機関（以下「協定機関」という。）相互間におい

て締結するものとする。 

    （１）清水町消防本部 

    （２）沼津警察署 

    （３）静岡ガス株式会社東部支店 

    （４）社団法人静岡県エルピーガス協会東部支部三島地区会清水町地区 

    （５）東京電力株式会社沼津支店三島営支社 

（協定の対象とする事故等） 

第３条  この協定の対象とするガス漏れ事故等は、次の各号に掲げるものとする。 

    （１）ガス漏れ事故 

    （２）ガス漏れの疑いの通報のあったもの 

    （３）ガス爆発事故 

    （４）故意によるガス放出事故 

    （５）その他協定機関の対応を必要とする事故 

（任務分担） 

第４条  ガス漏れ事故等の現場（以下「現場」という。）における協定機関の任務分

担は、次のとおりとする。 

    （１）火災警戒区域又は消防警戒区域(以下「火災警戒区域等」という。)の設定 

      ア   消防機関が行うことを原則とする。 

      イ   警察機関は、消防機関が行う火災警戒区域等の設定に協力するものとする。 

    （２）ガス検知活動 

      ア   第２条第３号から第４号までに掲げる協定機関（以下「ガス事業者等」と

いう。）が行うことを原則とする。 

      イ   消防機関は、火災警戒区域等の設定に必要なガス検知活動を行うものとす

る。 

    （３）交通規制 
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          警察機関が行うものとする。 

（４）避難の指示 

      ア   警察機関が行うことを原則とする。 

      イ   消防機関は、警察機関が行う避難の指示に協力するものとする。 

    （５）電気の供給遮断等 

          東京電力株式会社三島営業所（以下「東京電力」という。）が行うものと

する。 

    （６）ガスの遮断等 

      ア   ガス事業者等が遮断等をすることを原則とする。 

      イ   消防機関がガス事業者より先に現場に到着し、ガス事業者等が未到着の場

合等で、消防機関が爆発等の二次災害の発生を防止するため緊急やむを得な

いと認める場合は、消防機関がガスの遮断装置等の操作を行うことができる

ものとする。 

    （７）救助、救出活動 

          消防機関及び警察機関が行うことを原則とする。 

    （８）漏洩ガス、滞留ガスの処理 

          ガス事業者等が行うことを原則とする。 

    （９）現場広報 

          協定機関は、それぞれの任務分担に応じた現場広報を行うものとする。 

（通報の取扱い） 

  第５条  ガス漏れ事故等を最初に覚知した機関は、通報者から通報者の氏名、事故

発生場所、ガス漏れ状況等を聴取し、直ちに関係する協定機関に別表により

電話等で通報するものとする。ただし、ガス事業者等が覚知した場合で当該

ガス漏れ事故等に対して、ガス事業者等が独自で処理出来ると判断したとき

は、通報しないことができる。 

（出動体制） 

第６条  ガス漏れ事故等を覚知し、又は通報を受けた関係する協定機関は、直ちに

出動するものとする。 

   ２   各協定機関の出動体制は、第４条に定めるそれぞれの任務分担に応じ、この 

協定に定める現場の活動が有効、的確かつその責任を完遂できる体制とすること。 

（現場本部の設置） 

第７条  現場に到着した協定機関の現場の責任者は、直ちに集合、協議により必要

に応じ現場付近にガス漏れ事故等現場本部（以下「現場本部」という。）を速

やかに設置するものとする 

   ２   現場本部が設置された場合は、消防の現場本部旗等により、その位置を標示

するものとする。 
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（現場の協議） 

第８条  現場本部は、ガス漏れ事故等に係わる災害の防止及び被害の軽減を図るため、

次の各号に掲げる事項を協議し、各協定機関は、任務分担に応じ必要な措置を講

ずるものとする。  

    （１）情報の処理に関すること。 

    （２）火災警戒区域等の設定及び範囲に関すること。 

    （３）救助、救出活動に関すること。 

    （４）交通規制に関すること。 

    （５）住民等に対する避難の指示の要否及び範囲に関すること。 

    （６）住民等に対する火気使用制限等の広報に関すること。 

    （７）電気の供給遮断の要否及び範囲並びに電気遮断区域の送電可否及び範囲に

関すること。 

    （８）ガスの遮断の要否及び範囲に関すること。 

    （９）漏洩ガス、滞留ガスの処理に関すること。 

    （ 10）建物等への進入方法に関すること。 

    （ 11）その他必要な事項 

  ２   現場本部が設置されていない場合においては、消防の現場最高指揮者を中心に

協議して、必要な措置をとるものとする。 

（現場の活動） 

第９条  協定機関は、次の各号に掲げる事項を留意し、それぞれの現場活動を行うも

のとする。 

    （１）火災警戒区域の設定範囲 

          火災警戒区域の設定範囲は、原則として次のとおりとする。ただし、必要

に応じて設定範囲を拡大又は縮小するものとする。 

      ア   地下街等 

          当該地下街等全体及びその地上部分にあっては、ガス漏れ場所から半径１

００メ－トルを越える範囲 

      イ   その他の場所 

          ガス漏れ場所から半径１００メ―トルを越える範囲 

    （２）ガス検知活動 

      ア   ガス事業所等及び消防機関はガス検知活動を行う場合は、相互に緊密な連

携を保ち、迅速かつ的確に行うものとする。 

      イ   ガス爆発危険地域は、おおむねガス爆発下限界の３分の１以上のガス濃度

の区域とし、当該濃度のガスを検知した場合は、直ちに現場本部に報告し、 

        必要な措置をとるものとする。 
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  （３）東京電力による電気の供給遮断等 

        東京電力は、現場本部又は協定機関の指示・要請により、現場の電気の供給 

遮断及び同遮断区域内で災害発生のおそれがなく送電可能となった区域の送 

電作業を迅速かつ的確に行うものとする。 

  （４）自家用電気工作物内の電気の遮断 

        現場において電気事業法第６６条第２項に定める自家用電気工作物内の電 

気の遮断を必要とする場合は、現場本部から当該自家用電気工作物の設置者に、 

電気の遮断を指示するものとする。ただし、設置者からの遮断要請を受けた場 

合、又は設置者に遮断指示が不能の場合で遮断に緊急を要する場合は、現場本 

部又は協定機関の指示・要請により東京電力が遮断を行うものとする。 

  （５）ガス事業者等によるガスの遮断又は修理等 

        ガス事業者等は、事故の内容によりガスの遮断又はガス漏洩箇所の探索及び 

修理等の必要な作業を迅速かつ的確に行うものとする。 

  （６）消防機関によるガスの遮断等 

        消防機関が緊急やむを得ずガスの遮断を行ったときは、現場に到着したガス 

事業者等に遮断等の措置の内容を説明し、ガス事業者等は遮断等の状況の再確

認をするほか、事後の処置等を引き継ぐものとする。 

  （７）情報の収集、処理 

        収集された情報の処理は、現場本部において協定機関の現場の責任者で協議 

し処理するものとする。 

  （８）交通規制及び避難の指示 

      ア   警察機関は、現場付近の交通規制を行うとともに、消防機関の協力を得て

火災警戒区域等の区域内にある住民等に対し適切な避難の指示を実施する。 

      イ   避難の指示は、ガス事業者等と緊密な連携を保ち、特にガス爆発危険区域

内の住民等を最優先とするものとする。 

  （９）救助、救出活動の協力 

        消防機関及び警察機関は、緊密な連携のもとに他の協定機関の協力を得て、

救助、救出活動を行うものとする。 

  （ 10）漏洩ガス、滞留ガス処理の協力 

        現場に出動した協定機関は、緊密な連携を保ちガス事業者等の行う漏洩ガス、

滞留ガスの排除活動に協力するものとする。 

（事後の措置等） 

第１０条  現場本部又は出動した協定機関の協議により、災害発生のおそれがなくな

ったと認めた場合における事後措置は、第４条に定める任務分担の機関が次の

各号により行うものとする。 
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（１）火災警戒区域等の解除 

    ア   消防機関は、速やかに火災警戒区域等を解除し、必要な措置を講ずるものと

する。 

    イ   警察機関は、速やかに交通規制及び避難の指示を解除し、必要な措置を講ず

るものとする。 

  （２）電気の再供給 

        東京電力は、電気再供給に関する必要な措置を講じたうえで、電気遮断後の 

供給再開を行うものとする。 

  （３）ガスの再供給 

        ガス事業者は、ガス使用者等に対する必要事項の周知及び個別点検等二次災

害の防止措置を講じたうえでガス遮断後のガスの供給再開を行うものとする。 

（共同訓練の実施） 

第１１条  協定機関は、本協定の目的を達成するため、必要に応じて共同訓練を実施

するものとする。 

（連絡会議） 

第１２条  協定機関は、協定事項の円滑な推進を図るため、必要に応じて連絡会議を

開くものとする。 

（実施細目） 

第１３条  この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項は、そ

れぞれ関係する協定機関相互間で協議して定めるものとする。 

（協定書の効力発生） 

第１４条  この協定書は、昭和５６年４月１日から効力を発するものとする。 

（協定書の保管） 

第１５条  この協定を証するため、協定書５通を作成し、協定機関がそれぞれ署名押

印して各１通を保管する。 

昭和５６年３月１３日 

 

（別表） 

１ ガス漏れ事故等の連絡系統 
 

 
関係機関 

 

通報者  関係する協定機関  下部組織

 消防本部  
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２．連絡に用いる電話番号表 
 

機 関 の 名 称 緊急電話 加 入 電 話 

清水町消防本部 １１９ ９７３－０１１９ 

沼津警察署 １１０ ９５２－０１１０ 

静岡ガス㈱東部支社  ９２７－２８１１ 

静岡県エルピーガス協会東部支部

三島地区会清水町地区 

 ９７５－４７３２ 

㈱沼津酸素工業 

東京電力㈱沼津支店三島支社  ９１５－５９１０（昼）

０１２０－９９５－９０２（夜）
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様式５－１－１ 

職員出動状況集計表 

 

30分後 

(  :  ) 

60分後 

(  :  ) 

90分後 

(  :  ) 区 分 職員数 
招集可 

能人員 
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

特別職  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

安全安心課  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

合計  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

※招集率の計算は、出動済み人員÷招集可能人員×１００（小数点第２位四捨五入） 

※招集人員には、広域避難所等の派遣職員を含めること。 
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資料５－２－１（一般対策偏資料３－４－５と同じ） 
災害定時及び確定報告書 

様式第4号 

供 覧  

 

被 害 報 告 受 信 簿 
整理 

検印
報告 

 

    （      市町村 第   報）     月   日   時  分現在 

発

信

者 

市町村 

支 部 

機 関 

受

信

者 

 
受
信
時
間 

月  日  時  分 

災 害 発 生 日 時 月    日    時    分 

災 害 の 発 生 場 所 市 町 村 

災害対策本部設置状況 開設  月  日  時  分 廃止  月  日  時  分 

区    分 件 数 備 考 区    分 件  数 備  考 

死    者 人 文 教 施 設 箇所 

行 方 不 明 人 病     院 箇所 

重 傷 者 人 道     路 箇所 

軽 傷 者 人 橋 り ょ う 箇所 

人

的

被

害 

負

傷

者 計 人 河     川 箇所 

棟 港     湾 箇所 

人 砂     防 箇所 
全 壊 
(流 失 ) 

世帯 清 掃 施 設 箇所 

棟 山(崖)くずれ 箇所 

人 鉄 道 不 通 箇所 半 壊 

世帯 被 害 船 舶 隻 

棟 水     道 戸 

人 電     話 回線 
一 部 
損 壊 

世帯 電     気 戸 

棟 ガ     ス 戸 

人 

そ

の

他

の

被

害 

ブ ロ ッ ク 塀 箇所 床 上 
浸 水 

世帯 建 物 件 

棟 危 険 物 件 

人 

火
災
発
生 そ の 他 件 

 

住

家

の

被

害 

棟

数

世

帯

数

及

び

人

員 

床 下 
浸 水 

世帯 り 災 世 帯 数 世帯 

り 災 者 数 人 官 公庁庁舎 ・ 

公 民 館 等 
棟 

被 害 総 額 百万円 

地 区 数 箇所 

非
住
家
の
被
害 

倉 庫・土蔵 ・ 

車 庫・納屋 等 
棟 

避 難 場 所 箇所 

流出・埋設 ㏊ 

避難勧
告指示
の状況 人 員 人 

田 
冠   水 ㏊ 消 防 職 員 人 

流出・埋設 ㏊ 消(水)防団員 人 

田
畑
の
被
害 畑 

冠   水 ㏊ 

 

消防機
関の活
動(出動
状況) 計 人 
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様式５－２－２ 
被害速報（随時） 

１ 人的被害 
２ 住家被害    非住宅・道路・橋りょう・河川・砂防・崖崩れ・港湾・ 
３ その他の被害  漁湾・田畑・文教施設・病院・水道・鉄道・通信・   の被害 
          船舶・その他（    ）              (該当項目に○印) 
 

供  覧  

情
報
源 

住民  消防団  自主防 
その他（ ） 

確 

認 

確認済み（どこで）    警 察 
未確認          その他 

 
市
町
村
名  

調

査

者 

 発

信

者 

 
発
信
時
間 

月  日 
時  分 

 
支

部

名  

受

付

者 

 
発

信

者 

 
発
信
時
間 

月  日 
時  分 

本 

部 

 
受

信

者 

 
発
信
時
間 

月  日 
時  分 

  

 

件   名 
（第   報）  月  日  時  分現在 

日   時  

場   所  
発 

 

生 

原   因  

状況 
 （人的被害） 
・被害者の住所 
・年齢等 
（住家被害） 
・居住者氏名 
・避難状況等 
（その他被害） 
・線路、河川名 
・被災延長、崩土量 
・被災の状況 
・既成内容 
・復旧見込等 

 

死 者 行方不明 負 傷 者 全 壊 半 壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 

重 症 人 棟 棟 棟 棟 棟

軽 傷 人 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯人 人 

計 人 人 人 人 人 人

       警第     号 
この情報は  その他        
       （      ） 

で記者発表  済 未 発 表 
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様式５－２－３ 

指  令  書 

至 急 ・ 一 般 【本部⇒各班】（本部の指令を伝える時に使用） 

指令番号   月  日  第  号    

指令時刻   月  日  時  分    

本部長 副 本 部 長 部 長 班 長 担 当 
決裁      

次のとおり、指令する。 

  

  

  

  

  

指令内容 

  

指令先 全体・一部の班   [班名             ] 

班 長 係 長 係 
供覧    

  

  

  

  

  

※
指
令
先
の
記
入
欄 

対応 
状況 
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様式５－２－４ 

 

  被害状況報告 

          (1)町内用 

被害状況報告 

 

                                      （          第     報） 

                                       月     日     時     分現在 

                            発信時分    月     日     時     分  

                            発信者 

 

  １．災害の原因 

  ２．災害発生時        月     日     時     分  

  ３．災害発生場所又は地域 

 

 

 

  ４．災害に対してとられた措置 

    （１）災害に対してとった主な応急措置の状況 

 

 

    （２）応援要請又は職員派遣の状況 

 

 

    （３）避難命令、勧告の状況             地区数      人員      人  

 

 

    （４）活動状況 

        ア．出動人員            人  

        イ．主な活動内容（使用した機材を含む） 

  



 

様式５－２－５                          災害り災者調査原票                                  (福祉係用) 

調査責任者職氏名            ㊞   

災害り災者調査票                           立 会 者 職 氏 名            ㊞ 

（  年  月  日 現在）   

世帯主氏名  住 所  避難先  

全損、全焼、流出、半壊、半焼、床上浸水（土砂）（  ｃｍ）、床下浸水（土砂） 
被害の程度 

一部破損（                                                   ） 

住家の状況 自 家、借 家（間）    面 積（           ）㎡  住 家、非住家 棟 数 棟  

氏    名 性別 年齢 職業（含在学校及び学年別） 死亡 行方不明 重傷 軽傷 備     考 

         

         

         

         

         

         

家
族
の
状
況 

(計  人)         

課税の状況 非課税、均等割、所得割 世帯類型 被保護、身障、老人、母子、要保護、その他 

必要な救助 
避難所、応急仮設住宅、炊出し、飲料水、被服寝具、医療、助産、救出、住宅応急修理、学用品、埋葬、遺体捜索、死体処理、 

障害物除去、災害弔慰金、資金（災害援護                                     ） 
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様式５－２－６ 
 

№       
人・住家の被害(速報･確定) 

 

年    月    日    時    分現在 受 信 時 間 月   日   時  分 

発 信 時 間  発  信  者  

受 信 時 間 
 

受  信  者  

死者 人 棟数 棟

行方不明 人 世帯数 世帯

重症者 人

床
上
浸
水 人員  

人
の
被
害 負

傷軽傷者 人 棟数 棟

棟数 棟 世帯数 世帯

世帯数 世帯

住
家
の
被
害 

床
下
浸
水 人員 人全

壊 

人員 人 全壊棟数 棟

棟数 棟

非住家

の被害 半壊棟数 棟

世帯数 世帯
半
壊 

人員 人

棟数 棟

世帯数 世帯
一
部
損
壊 人員 人

棟数 棟

被

害

の

発

生

状

況

 

世帯数 世帯全
焼 

人員 人

棟数 棟

世帯数 世帯半
焼 

人員 人

棟数 棟

世帯数 世帯

住
家
の
被
害 

部
分
焼 

人員 人

必

要

名

応

急

対

策
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様式５－２－７ 

 

                                                       №         

 

道路被害（速報・確定） 

       年    月    日    時    分現在 受信時間     月    日    時    分

発信時間  発 信 者  

受信時間  受 信 者  

道   路  橋りょう 計     区分 
種別 

 か所数  被害額  か所数  被害額  か所数  被害額 

 国道（国管理）  （    ）     千円  （    ）      千円  （    ）      千円 

 国道（県管理）  （    ）  （      （     ）  

 主要地方道  （    ）  （      （     ）   県  

 道  一般県道  （    ）  （      （     ）  

     町   道  （    ）  （      （     ）  

 全  

 般  

 的  

 被  

 害  

 状  

 況  

       計   （    ）  （      （     ）  

     位   置     

     路線名    

   被害種別    

   発生日時    

   被害の限度    

     被害額           千 円             千 円              千円  

   復旧見込    

 通行止めの種類    

 有無        有   無         有   無         有   無  
迂回道 

 路線名    

 

 重  

 大  

 な  

 被  

 害  

 状  

 況  

     備   考     

  （注）全般的被害状況のか所数欄上段（  ）には、被害額の判明しているか所数を

記載する。 
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様式５－２－８ 

 

                                                                    №             

 

                             河川被害（速報・確定） 

年    月    日    時    分現在   受信時間 月    日    時    分 

発信時間  発 信 者  

受信時間  受 信 者  

     区分 

種別 

か所数 被害額 

国管理河川 （          ）                            千円

県管理河川 （          ） 

占用河川 （          ） 

町管理河川 （          ） 

全 

般 

的 

被 

害 

状 

況 計 （          ） 

位   置    

河 川 名    

被害種別    

発生日時    

被害の限度 
   

被 害 額                千円                千円               千円

復旧見込 
   

 

 重 

 大 

 な 

 被 

 害 

 状 

 況 

備   考 
   

  （注）全般的被害状況のか所数欄（  ）には、被害額の判明しているか所数を記載する。 
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様式５－２－９ 
 

№       
農林業被害(速報･確定) 

 

年    月    日    時    分現在 受 信 時 間 月   日   時  分 

発 信 時 間  発  信  者  

受 信 時 間 
 

受  信  者  

 
 

 種別 
区分 面積 被害額 面積 被害額 面積 被害額 面積 被害額 か所 被害額

流出 ha 千円 ha 千円 ha 千円 ha 千円 (  ) 千円

埋設   

 

  

冠水      

その他       

全
般
的
被
害
状
況 

計       

場 所 

被害種別 

発生日時 

被害の限度 

被害額 千円 千円 千円 

復旧見込 

重
大
な
被
害
状
況 

備 考 

（注）全般的被害状況の種別上欄は、水稲、茶、みかん、野菜、わさび、しいたけ等 
   の種別取扱及び農業用施設、林業用施設の名称を記載する。 
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様式５－２－１０ 
 

№       
施設被害(速報･確定) 

 

年    月    日    時    分現在 受 信 時 間 月   日   時  分 

発 信 時 間  発  信  者  

受 信 時 間 
 

受  信  者  

種 別 
区 分 

   計 

箇所数   

全
般
的
被
害
状
況被害額 千円 千円 千円 千円

施設名 

 

被害の 
限度 

応急対策 

復旧見込 

重
大
な
被
害
状
況 

被害額 千円 千円 千円
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様式５－２－１１ 
避 難 報 告 

№       
 

年  月  日  時  分現在 受信日時 月  日  時  分 

発信時間 前線基地 発 信 者  

受信時間 本部     班 受 信 者  

（内容） 

  
男 人 女 人 計 人

避 難 者 内 訳 

自 主 防 名 男 女 計 学 校 名 男 女 計 
        

        

        

    計    

    事 業 所 名    

        

        

        

    計    

    そ の 他    

    計    

処理状況 
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様式５－２－１２ 
 

№       
下水道施設被害(速報･確定) 

 

年    月    日    時    分現在 受 信 時 間 月   日   時  分 

発 信 時 間  発  信  者  

受 信 時 間 
 

受  信  者  

種別 
区分 公共下水道 

流域下水道 
(県施設) 

 県 

箇所数 （     ） （      ） （      ）

全
般
的
被
害
状
況被害額 千円 千円 千円 千円

施設名 

排水戸数又は

排水人口 

被害の限度 

応急対策 

復旧見込 

重
大
な
被
害
状
況 

被害額 千円 千円 千円

(注) 全般的被害状況の「箇所数」欄の（ ）には、被害額が判明している箇所数を 
   記載する。 
   流域下水道（県施設）については、被害状況調査のみとする。 
 




